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新たな経済対策における主な制度等は 

 政府が閣議決定した「デフレ完全脱却のための

総合経済対策」には次のような制度等が盛り込ま

れました(税制措置は令和６年度税制改正で検討・

結論)。 

◎定額減税及び低所得世帯支援……令和６年の所

得税及び令和６年度分の住民税について、納税者

及び配偶者を含む扶養家族１人につき４万円(所得

税３万円＋住民税１万円)を減税します。また、住

民税非課税世帯は１世帯あたり７万円を給付しま

す。 

◎ガソリンや電気・ガスの激変緩和措置の継続…

…ガソリンなど燃料油価格の抑制措置(いわゆるガ

ソリン補助金)や、電気・都市ガス料金を値引きす

る負担軽減措置について、来年４月末なで継続し

ます。 

◎賃上げ促進税制の強化……賃上げ促進税制(雇

用者の給与等支給額を増加させた場合の税額控除

制度)について、赤字の中小企業等にも賃上げを促

進するため繰越控除制度を創設するとともに、適

用期限の長期化等を検討します。 

◎労務費の価格転嫁に関する指針の策定……下請中

小企業がコスト上昇分を価格転嫁しやすい取引環境

の整備のため、労務費(製品を製造するためにかかっ

た人件費)を転嫁するための価格交渉に関する指針を

年内に策定します。 

◎経営者保証改革の促進……信用保証制度におい

て、保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする

制度を前倒しで創設するとともに、３年間の時限的

な保証料負担軽減策を講じます。 

その他……＊事業承継税制における特例承継計画の

提出期限延長、＊イノベーションボックス税制(知的

財産から生じる所得の優遇措置)の創設、＊リスキリ

ング(学び直し)の支援、など。 

令和４年度の黒字申告割合は３６ .２％ 

 国税庁が公表した「令和４事務年度 法人税等の

申告事績」によると、法人税の申告件数は３１２万

８千件で、その申告所得金額は過去最高となる８５

兆１０６億円(前年度比７.０％増)、申告税額は 

１４兆９０９９億円(同７.１％増)となり、ともに

３年連続の増加となりました。 

 また、申告件数のうち黒字申告は１１３万１千件

(同３.５％増)で、黒字申告の割合は３６.２％(同

０.５ポイント増)となり、１件当たりの所得金額は

７５１８万円(同３.４％増)となっています。 

 一方、６割を超える赤字申告の申告欠損金額は 

１７兆４２９５億円(同３.５％増)で、１件当たり

の欠損金額は８７３万円(同２.２％増)でした。 

令和６年度から課税が始まる「森林環境税」 

 日本の森林面積は国土の約７割を占めており、森林の適切な整備が課題となっています。そのため、地方

自治体が森林整備等を行うための財源として、平成３１年度税制改正で「森林環境税」が創設されました。 

 本税は、令和６年度から国内に住所がある個人に対して年間１千円を課税するもので、個人住民税に上乗

せするかたちで徴収されます。その税収の全額は国を通して全ての地方自治体に森林環境譲与税として配分

されることになります。 
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